
７ 水 管 第 2 0 5 5 号  

令和７年 12 月８日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣 鈴木 憲和 

めかじき（南西太平洋海域）等 12 特定水産資源に関する令和８管理年

度における漁獲可能量の設定及びその当初配分等について（諮問第 492

号） 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、特定水産資源

（めかじき（南西太平洋海域）、めばち（東部太平洋条約海域）、あかうお類（北

西大西洋条約海域（区分３Ⅿ））、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ））、

いわしくじら、からすがれい（北西大西洋条約海域）、きはだ（インド洋協定海域）、

にたりくじら、みんくくじら、めばち（インド洋協定海域）、ながすくじら及びく

ろまぐろ（東部太平洋条約海域））に関する令和８管理年度における漁獲可能量等

を別紙１のとおり定めたいので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求

める。 

また、いわしくじら、にたりくじら及びみんくくじらの漁獲可能量に関する令和

８管理年度における大臣管理漁獲可能量の変更の取扱いについて、別紙２の取扱い

としたいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、併せて貴

審議会の意見を求める。 
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別 紙 １ 

○ 農 林 水 産 省 告 示 第 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 水 産 資 源 （ め か じ き （

南 西 太 平 洋 海 域 ） 、 め ば ち （ 東 部 太 平 洋 条 約 海 域 ） 、 あ か う お 類 （ 北 西 大 西 洋 条 約 海 域 （ 区 分 ３ Ⅿ ） ） 、 あ

か う お 類 （ 北 西 大 西 洋 条 約 海 域 （ 区 分 ３ Ｏ ） ） 、 い わ し く じ ら 、 か ら す が れ い （ 北 西 大 西 洋 条 約 海 域 ） 、 き

は だ （ イ ン ド 洋 協 定 海 域 ） 、 に た り く じ ら 、 み ん く く じ ら 、 め ば ち （ イ ン ド 洋 協 定 海 域 ） 、 な が す く じ ら 及

び く ろ ま ぐ ろ （ 東 部 太 平 洋 条 約 海 域 ） ） に 関 す る 令 和 八 管 理 年 度 に お け る 同 項 各 号 に 掲 げ る 数 量 を 次 の よ う

に 定 め た の で 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 年 月 日

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和
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めかじき（南西太平洋海域）、めばち（東部太平洋条約海域）、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分

３Ⅿ））、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ））、いわしくじら、からすがれい（北西大西洋条

約海域）、きはだ（インド洋協定海域）、にたりくじら、みんくくじら、めばち（インド洋協定海域）、な

がすくじら及びくろまぐろ（東部太平洋条約海域）に関する令和８管理年度（令和８年１月１日から同年12

月31日までの期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数量は、次

のとおりとする。 

第一 めかじき（南西太平洋海域） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

588トン  

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ 

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 
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（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

めかじき（南西太平洋海域）かつお・まぐろ漁業 588 

第二 めばち（東部太平洋条約海域） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

32,372トン  

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ 

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 
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めばち（東部太平洋条約海域）かつお・まぐろ漁業 24,372 

第三 あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ）） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

400トン 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ）） 400 

第四 あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ）） 
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一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

60トン 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ）） 60 

第五 いわしくじら 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

56頭 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 
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法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：頭） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

いわしくじら母船式捕鯨業 56 

いわしくじら基地式捕鯨業 0 

第六 からすがれい（北西大西洋条約海域） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

1,118.8トン 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 
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（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

からすがれい（北西大西洋条約海域） 1,118.8 

第七 きはだ（インド洋協定海域） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

4,002トン 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ 

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

-
8
 
-

きはだ（インド洋協定海域）大中型まき網漁業及

びかつお・まぐろ漁業 

4,002 

第八 にたりくじら 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

153頭 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：頭） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

にたりくじら母船式捕鯨業 133 
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にたりくじら基地式捕鯨業 20 

第九 みんくくじら 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

145頭 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：頭） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

みんくくじら母船式捕鯨業（太平洋海域） 0 

みんくくじら母船式捕鯨業（オホーツク海域） 0 

-
1
0
 
-

みんくくじら基地式捕鯨業（太平洋海域） 112 

みんくくじら基地式捕鯨業（オホーツク海域） 33 

第十 めばち（インド洋協定海域） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

4,237トン  

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ 

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

めばち（インド洋協定海域）大中型まき網漁業及 4,237 
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びかつお・まぐろ漁業 

第十一 ながすくじら 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

58頭 

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：頭） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

ながすくじら母船式捕鯨業 58 

第十二 くろまぐろ（東部太平洋条約海域） 

-
1
2
 
-

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

10トン  

二 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ 

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

くろまぐろ（東部太平洋条約海域）かつお・まぐろ漁業 10 
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別 紙 ２ 

漁獲可能量に係る留保からの配分及び数量の融通等について 

（いわしくじら、にたりくじら、みんくくじら） 

１ 経 緯 

  令和４管理年度より、いわしくじら、にたりくじら及びみんくくじらの資源管理を漁業

法（昭和 24 年法律第 267 号）に基づく漁獲可能量による管理に移行した。 

その運用として、これら３鯨種の漁獲可能量に係る配分数量の変更のうち、大臣管理区

分間での配分数量の融通であり、以下に該当する場合は、水産政策審議会に対し事後報告

で対応できる取扱いとされた。  

（１）国の留保枠からの配分に伴う数量の変更

当事者間で配分数量について合意形成があり、当該合意に基づき漁獲可能量の配分

を変更する場合。 

（２）融通に伴う数量の変更

当事者間の合意により行う数量の融通に伴い、漁獲可能量の配分を変更する場合。

２ 令和８管理年度の取扱い 

令和８管理年度においても、令和７管理年度と同様、上記１（１）及び（２）による配

分数量の変更については水産政策審議会に対し事後報告で対応できることとする。 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した配分数量を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において

準用する同条第５項）。 

４ 上記２によるもの以外の数量変更の取扱い 

上記２によるもの以外の数量変更を行う場合には、事前に水産政策審議会の意見を聴く

（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第３項）。 

５ みんくくじら（オホーツク海域）の配分数量について 

「みんくくじら基地式捕鯨業（オホーツク海域）」と「みんくくじら母船式捕鯨業（オホ

ーツク海域）」の配分数量の和は「みんくくじら基地式捕鯨業（オホーツク海域）」の当初配

分数量を超えないものとする。 
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ら

な
が
す
く
じ
ら
⺟
船
式
捕
鯨
業

58
【
60
】

0
【
0】

58
【
60
】

30 59

令
和
８
管
理
年
度
（
※
）
の
漁
獲
可
能
量
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
）
の
配
分
総
括
表
（
鯨
類
）

別
紙
２
−
37

 
み
ん
く
く
じ
ら

別
紙
２
−
36

 
に
た
り
く
じ
ら

別
紙
２
−
33

 
い
わ
し
く
じ
ら

14
5

【
14
4】

0
【
0】

※
令
和
８
管
理
年
度
の
期
間
：
令
和
８
年
１
⽉
１
⽇
か
ら
令
和
８
年
12
⽉
31
⽇
ま
で

56
【
56
】

0
【
0】

15
3

【
15
3】

0
【
0】
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令和８管理年度（令和８年１月～12 月）いわしくじら、にたりくじら、 

みんくくじら及びながすくじら漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について 

 令和７年 12 月 

水 産 庁  

１ 設定の考え方 

国際捕鯨委員会において採択された算出方法に従って、初期資源量（当該水産資源

の人為的な漁獲がなされる前の資源量をいう。）の 60 パーセントの資源水準を長期

的に維持する漁獲量を算定する方法で得られた値から、混獲その他の捕鯨業における

漁獲以外の人為的要因（定置網混獲、銛抜け等）により通常発生すると想定される年

間の死亡頭数（以下、「年間想定死亡頭数」という。）を減じた量を漁獲可能量とする。 

２ 令和８管理年度（令和８年１月１日～12 月 31 日）のＴＡＣ 

※令和８管理年度における年間想定死亡頭数は、以下のとおり算出している。

・いわしくじら、にたりくじら及びながすくじら：対象となる海域での令和６管理年度における定置網混獲数等 

・みんくくじら：対象となる海域での定置網混獲数等の５ヶ年平均

（参考）いわしくじら、にたりくじら、みんくくじら及びながすくじらのＴＡＣの推移 

・令和３年までは指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 38 年農林省令第５号） 第 42 条

に基づく捕獲頭数の上限の設定による管理

・令和元年は令和元年６月までの調査で捕獲した頭数（79 頭）を差し引いた数

特定水産資源 
漁獲シナリオで算定

された漁獲量の値 
年間想定死亡頭数(※) ＴＡＣ 

いわしくじら 56 頭 ０頭 56 頭 

にたりくじら 154 頭 １頭 153 頭 

みんくくじら 167 頭 22 頭 145 頭 

ながすくじら 60 頭 ２頭 58 頭 

特定水産資源 
R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3  

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

（2025） 

R8 

（案） 

いわしくじら 25 頭 25 頭 25 頭 25 頭 24 頭 25 頭 56 頭 56 頭 

にたりくじら 187 頭 187 頭 187 頭 187 頭 187 頭 187 頭 153 頭 153 頭 

みんくくじら 56 頭 132 頭 134 頭 133 頭 136 頭 142 頭 144 頭 145 頭 

ながすくじら － － － － － 59 頭 60 頭 58 頭 

合計 268 頭 344 頭 346 頭 345 頭 347 頭 413 頭 413 頭 412 頭 
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大臣管理区分 大臣管理区分

大臣管理区分 大臣管理区分

留保 0

数量（頭）

母船式捕鯨業 58

特定水産資源 ＴＡＣ（頭）

ながすくじら 58

ＴＡＣ（頭）

留保 0

特定水産資源 ＴＡＣ（頭）

いわしくじら 56

特定水産資源 ＴＡＣ（頭）

にたりくじら 153

留保 0

数量（頭）

母船式捕鯨業

数量（頭）

母船式捕鯨業 133

基地式捕鯨業 20

みんくくじら 145

56

基地式捕鯨業 0

特定水産資源

数量（頭）

母船式捕鯨業
（太平洋海域）

0

基地式捕鯨業
（オホーツク海域）

33

留保 0

母船式捕鯨業
（オホーツク海域）

基地式捕鯨業
（太平洋海域）

0

112

（１）いわしくじらについては、母船式捕鯨業者のみが捕獲することから、漁獲可能量

の全量を母船式捕鯨業に配分する。 

（２）にたりくじらについては、母船式捕鯨業者及び基地式捕鯨業者の両者の間で配分

割合の合意があることから、母船式捕鯨業へ 133 頭、基地式捕鯨業へ 20 頭配分す

る。 

（３）みんくくじらについては、基地式捕鯨業者のみが捕獲することから、漁獲可能量

の全量を基地式捕鯨業に配分する。 

（４）ながすくじらについては、大臣管理区分が母船式捕鯨業のみであることから、漁

獲可能量の全量を母船式捕鯨業に配分する。 

＜参考＞ 
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鯨
類
の
捕
獲
可
能

量
算
出

指
定
鯨
類
科
学
調
査
法
⼈

⼀
般
財
団
法
⼈

⽇
本
鯨
類
研
究
所
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捕
獲
可
能
量
算
出
方
法
及
び

現
在

の
捕

獲
可

能
量

16



＜
RM
P（

改
訂
管
理
⽅
式
）
に
つ
い
て
＞

・
Ｒ

Ｍ
Ｐ

（
改

訂
管

理
⽅

式
︓

Re
vi

se
d

M
an

ag
em

en
tP

ro
ce

du
re

）
は

、
ひ

げ
鯨

類
の

捕
獲

可
能

量
を

計
算

す
る

た
め

の
計

算
式

を
含

む
⼿

続
き

を
定

め
た

も
の

。
19

92
年

に
Ｉ

Ｗ
Ｃ

（
国

際
捕

鯨
委

員
会

）
科

学
委

員
会

で
開

発
さ

れ
、

19
94

年
に

Ｉ
Ｗ

Ｃ
総

会
で

採
択

。
RM

Pの
本

質
は

、
10

0年
間

資
源

に
悪

影
響

を
与

え
な

い
科

学
的

・
保

守
的

な
捕

獲
可

能
量

の
算

出
と

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

。

＜
捕
獲
可
能
量
の
算
出
⽅
法
＞

・
Ｒ

Ｍ
Ｐ

で
は

、
以

下
の

プ
ロ

セ
ス

に
よ

り
、

極
め

て
予

防
的

か
つ

控
え

め
な

捕
獲

可
能

量
を

算
出

。
①

資
源

量
推

定
値

と
過

去
の

捕
獲

量
か

ら
、

捕
獲

可
能

量
を

算
出

。

②
様

々
な

不
確

実
性

（
資

源
量

推
定

値
、

系
群

構
造

や
⾃

然
増

加
率

等
の

想
定

が
誤

っ
て

い
る

可
能

性
）

を
勘

案
し

、
膨

⼤
な

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
通

じ
て

、
10

0
年

間
捕

獲
を

続
け

て
も

資
源

に
悪

影
響

が
な

い
こ

と
を

確
認

。

・
10

0年
後

の
資

源
⽔

準
の

⽬
標

と
し

て
、

IW
C科

学
委

員
会

が
提

⽰
し

た
⼗

分
に

保
守

的
な

⽬
標

で
あ

る
初

期
資

源
量

※
の

60
%

を
選

択
。

※
初

期
資

源
量

︓
捕

獲
開

始
前

の
資

源
量

・
Ｒ

Ｍ
Ｐ

で
算

出
さ

れ
る

捕
獲

可
能

量
は

、
資

源
量

推
定

値
の

１
％

未
満

と
な

る
。

・
ま

た
、

資
源

量
が

初
期

資
源

量
の

54
％

を
上

回
っ

て
い

る
場

合
に

の
み

、
捕

獲
可

能
量

が
算

出
さ

れ
る

。

・
10

0 
年

の
間

に
、

捕
獲

以
外

に
、

環
境

の
変

化
（

例
え

ば
、

⽣
息

で
き

る
鯨

の
最

⼤
数

が
半

減
）

、
突

然
の

⼤
量

死
（

資
源

量
が

半
減

）
な

ど
の

不
測

要
因

が
あ

っ
て

も
資

源
が

枯
渇

し
な

い
こ

と
が

Ｒ
Ｍ

Ｐ
の

開
発

過
程

で
確

認
済

。

・
６
年
お
き
に
最
新
デ
ー
タ
（
例
︓
資
源
量
推
定
値
）
を
取
り
込
み
捕
獲
可
能
量
を
再
計
算
。

⽔
産

庁
（

HP
）

資
料

・
令

和
元

年
７

⽉

＜
RM
Pに

よ
る
捕
獲
可
能
量
算
出
の
特
性
＞

・
資

源
量

推
定

値
が

無
い

海
域

（
未

調
査

海
域

）
は

捕
獲

可
能

量
は

ゼ
ロ

・
最

新
の

資
源

量
推

定
値

が
古

く
な

る
と

、
捕

獲
可

能
量

が
減

少
（

10
年

経
過

で
毎

年
２

割
、

捕
獲

可
能

量
が

定
量

で
減

少
）

・
資

源
量

推
定

値
の

信
頼

区
間

を
考

慮
し

て
捕

獲
可

能
量

を
算

出
す

る
た

め
、

調
査

⽇
数

の
減

少
等

に
よ

り
精

度
が

下
が

る
と

、
信

頼
区

間
が

広
が

り
、

捕
獲

可
能

量
は

減
少

・
系

群
構

造
情

報
の

収
集

は
、

不
確

実
性

低
減

に
つ

な
が

り
、

結
果

と
し

て
、

捕
獲

可
能

量
は

増
加

（
不

確
実

性
が

⾼
い

と
保

守
的

な
捕

獲
可

能
量

に
な

る
）

ひ
げ
鯨
類
の
捕
獲
可
能
量
の
算
出
⽅
法

七
脱

退
の

効
⼒

が
発

⽣
す

る
来

年
七

⽉
か

ら
我

が
国

が
⾏

う
商

業
捕

鯨
は

、
我

が
国

の
領

海
及

び
排

他
的

経
済

⽔
域

に
限

定
し

、
南

極
海

・
南

半
球

で
は

捕
獲

を
⾏

い
ま

せ
ん

。
ま

た
、

国
際

法
に

従
う

と
と

も
に

、
鯨

類
の

資
源

に
悪

影
響

を
与

え
な

い
よ

う
Ｉ

Ｗ
Ｃ

で
採

択
さ

れ
た

⽅
式

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

捕
獲

枠
の

範
囲

内
で

⾏
い

ま
す

。

内
閣
官
房
⻑
官
談
話
（
平
成
30
（
20
18
）
年
12
⽉
26
⽇
）
（
抄
）
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①
資

源
量

推
定

値
調

査
⽔

域
内

で
、

ジ
グ

ザ
ク

型
の

調
査

コ
ー

ス
を

航
⾏

し
、

そ
の

間
に

発
⾒

し
た

鯨
の

頭
数

と
調

査
し

た
距

離
を

基
に

、
統

計
処

理
に

よ
り

資
源

量
を

推
定

（
資

源
量

推
定

⼿
法

（
⽬

視
調

査
）

に
つ

い
て

IW
C科

学
委

員
会

が
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

作
成

）

②
系

群
構

造
バ

イ
オ

プ
シ

ー
⽪

膚
標

本
（

DN
A情

報
）

や
衛

星
標

識
装

着
（

回
遊

経
路

）
に

よ
り

系
群

構
造

を
把

握

③
そ

の
他

写
真

撮
影

（
個

体
識

別
）

に
よ

り
系

群
構

造
解

析
を

補
完

鯨
類
⽬
視
調
査
に
よ
る
資
源
量
及
び
系
群
構
造
調
査

調
査
船
の
外
観

⽬
視
調
査
の
概
要

18



北
太

平
洋

に
お

け
る

鯨
類

⽬
視

調
査

実
施

⽔
域

⽇
露
共
同
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

鯨
類
⽬
視
調
査

国
際
捕
鯨
委
員
会
／
⽇
本

共
同
北
太
平
洋
鯨
類
⽬
視
調
査

北
⻄
太
平
洋
鯨
類
資
源
調
査

19



母
船

0頭
母
船

0頭

基
地

14
2頭

基
地

87
頭

母
船

14
3頭

※
4

母
船

17
5頭

※
4

基
地

10
頭

※
4

基
地

4頭
※

4

鯨
 種

推
定

資
源

量
※

1
捕

獲
可

能
量

※
2

【
参

考
】

令
和

６
年

漁
獲

可
能

量
（

Ｔ
Ａ

Ｃ
）

混
獲

数
※
3

Ｔ
Ａ

Ｃ
配

分
数

量
水

産
庁

留
保

分
Ｔ

Ａ
Ｃ

当
初

配
分

数
量

水
産
庁

留
保
分

混
獲
数

捕
獲
実
績

60
頭

0頭
0頭

56
頭

0頭

0頭
1頭

母
船

0頭

37
頭

15
0頭

23
頭

0頭
0頭

母
船

25
頭

ナ
ガ

ス
ク

ジ
ラ

19
,2

99
頭

60
頭

60
頭

母
船

0頭

0頭 0頭
母
船

25
頭

25
頭

14
4頭

イ
ワ

シ
ク

ジ
ラ

15
,4

55
頭

56
頭

56
頭

母
船

ニ
タ

リ
ク

ジ
ラ

16
,5
18
頭

15
4頭

15
3頭

ミ
ン

ク
ク

ジ
ラ

20
,9
61
頭

16
7頭

14
4頭

基
地

30
頭

母
船

59
頭

0頭
1頭

母
船

※
1︓

ミ
ン

ク
ク

ジ
ラ

: 
オ

ホ
ー

ツ
ク

海
・

北
⻄

太
平

洋
系

群
（

O
系

群
）

が
⽣

息
す

る
北

⻄
太

平
洋

海
域

に
お

け
る

推
定

資
源

量
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.jf

a.
m

af
f.g

o.
jp

/j
/w

ha
le

/a
tt

ac
h/

pd
f/

ca
tc

hl
im

it-
11

.p
df

）
ニ

タ
リ

ク
ジ

ラ
:

東
経

13
0〜

18
0度

の
推

定
資

源
量

（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.jf
a.

m
af

f.g
o.

jp
/j

/w
ha

le
/a

tt
ac

h/
pd

f/
ca

tc
hl

im
it-

2.
pd

f）
イ

ワ
シ

ク
ジ

ラ
: 

東
経

17
0度

以
⻄

の
推

定
資

源
量

（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.jf
a.

m
af

f.g
o.

jp
/j

/w
ha

le
/a

tt
ac

h/
pd

f/
ca

tc
hl

im
it-

2.
pd

f）
ナ

ガ
ス

ク
ジ

ラ
: 

北
⻄

太
平

洋
系

群
の

推
定

資
源

量
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.jf

a.
m

af
f.g

o.
jp

/j
/w

ha
le

/a
tt

ac
h/

pd
f/

ca
tc

hl
im

it-
6.

pd
f）

※
2︓

捕
獲

可
能

量
は

IW
Cで

採
択

さ
れ

た
算

出
⽅

式
に

よ
り

算
出

。
※

3︓
定

置
網

に
よ

る
混

獲
数

を
捕

獲
可

能
量

か
ら

差
し

引
い

て
い

る
。

※
4︓

漁
期

中
に

、
⽔

産
庁

留
保

分
か

ら
⺟

船
式

捕
鯨

業
及

び
基

地
式

捕
鯨

業
へ

配
分

。

(2
02

1年
計

算
）

(2
02

3年
計

算
）

(2
02

4年
計

算
）

(2
02

4年
計

算
）
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ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
可
能
量

計
算

に
つ
い
て
（
20
21

年
）
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１
．

系
群

構
造

解
析

⽇
本

側
科

学
者

は
以

下
の

仮
説

を
採

⽤
。

仮
説
︓

サ
ブ

エ
リ

ア
1W

、
1E

、
2C

、
5、

6W
、

6E
、

7C
S、

7C
N、

10
W

、
10

E、
11

、
12

SW
に

東
シ

ナ
海

・
⻩

海
・

⽇
本

海
系

群
(J

系
群

)が
分

布
。

サ
ブ

エ
リ

ア
2C

、
2R

、
3、

4、
7C

S、
7C

N、
7W

R、
7E

、
8、

9、
9N

、
10

E、
11

、
12

SW
、

12
NE

、
13

に
オ

ホ
ー

ツ
ク

海
・

北
⻄

太
平

洋
系

群
(O

系
群

)が
分

布
。

２
．

管
理

海
区

以
下

の
海

域
A+

B+
C+

Dを
管

理
海

区
に

設
定

。

A（
⾚
）
:サ

ブ
エ

リ
ア

7C
Sと

7C
N

（
J系

群
と

O
系

群
が

混
在

）
B（

⻩
）
:サ

ブ
エ

リ
ア

7W
R、

7E
、

8、
9

（
O

系
群

の
み

存
在

）
C（

緑
）
:オ

ホ
ー

ツ
ク

海
南

部
の

サ
ブ

エ
リ

ア
11

（
J系

群
と

O
系

群
が

混
在

）
D
（
⻘
）
:オ

ホ
ー

ツ
ク

海
中

央
部

及
び

北
部

の
サ

ブ
エ

リ
ア

12
（

J系
群

と
O

系
群

が
混

在
）

13

22



３
．

資
源

量
推

定
値

資
源
量
推
定
値

海
域

25
5頭

A（
⾚

）
74

7頭
B（

⻩
）

38
4頭

C（
緑

）
19

,5
75

頭
D（

⻘
）

20
,9

61
頭

合
計

各
海

域
に

お
け

る
ミ

ン
ク

ク
ジ

ラ
の

資
源

量
推

定
値

は
、

以
下

の
と

お
り

。

O
系

群
と

J系
群

の
各

海
域

に
お

け
る

混
合

率
に

つ
い

て
、

様
々

な
仮

定
を

お
い

た
シ

ナ
リ

オ
で

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
10

0年
捕

獲
を

続
け

て
も

資
源

に
悪

影
響

が
な

い
こ

と
の

確
認

）
を

⾏
っ

た
結

果
、

各
⽔

域
に

お
け

る
J系

群
の

捕
獲

を
減

ら
す

た
め

、
以

下
の

管
理

⽅
策

を
⾏

う
と

い
う

条
件

で
、

管
理

海
区

(海
域

A+
B+

C+
D)

に
お

け
る
捕
獲
可

能
量
は
16
7頭

（
す

べ
て

の
シ

ナ
リ

オ
で

合
格

し
た

値
）

と
算

出
さ

れ
た

。

・
⽇

本
の

太
平

洋
側

に
距

岸
10

海
⾥

の
空

間
的

閉
鎖

（
禁

漁
区

）
を

導
⼊

す
る

こ
と

。
・

オ
ホ

ー
ツ

ク
海

（
海

域
C）

に
⽣

息
す

る
ミ

ン
ク

ク
ジ

ラ
は

、
J系

群
の

割
合

が
⽇

本
の

太
平

洋
側

（
海

域
Ａ

や
海

域
Bの

7W
R）

よ
り

も
⾼

い
こ

と
か

ら
、

オ
ホ

ー
ツ

ク
海

（
海

域
C）

へ
の

配
分

は
捕

獲
可

能
量

の
最

⼤
20

%
を

上
限

と
す

る
こ

と
。

23



捕
獲
可
能
量

資
源
量
推
定
値

鯨
種

16
7頭

（
う

ち
オ

ホ
ー

ツ
ク

海
（

海
域

C）
で

は
最

⼤
33

頭
）

20
,9

61
頭

（
管

理
海

区
）

ミ
ン

ク
ク

ジ
ラ

•
ミ

ン
ク

ク
ジ

ラ
の

年
間

捕
獲

可
能

量
案

16
7頭

は
RM

P 
の

規
定

に
沿

っ
た

も
の

で
あ

り
、

許
容

さ
れ

る
。

•
⽇

本
の

太
平

洋
側

に
距

岸
10

海
⾥

の
禁

漁
区

を
導

⼊
す

る
こ

と
、

オ
ホ

ー
ツ

ク
海

（
海

域
C）

の
捕

獲
頭

数
を

捕
獲

可
能

量
の

20
%

以
下

に
制

限
す

る
こ

と
は

、
J系

群
保

護
の

観
点

か
ら

不
可

⽋
で

あ
る

。

４
．

独
⽴

外
国

⼈
科

学
者

に
よ

る
解

析
⽅

法
等

に
対

す
る

レ
ビ

ュ
ー

結
果

我
が

国
の

領
海

及
び

EE
Z内

を
含

む
海

域
に

お
け

る
ミ

ン
ク

ク
ジ

ラ
の

捕
獲

可
能

量
に

つ
い

て
、

我
が

国
科

学
者

が
Ｒ

Ｍ
Ｐ

に
沿

っ
て

解
析

し
、

そ
の

結
果

に
対

し
独

⽴
外

国
⼈

科
学

者
が

レ
ビ

ュ
ー

を
実

施
。

【
レ

ビ
ュ

ー
結

果
】
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ニ
タ
リ
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
可
能
量

再
計

算
に
つ
い
て

25



１
．

鯨
類

⽬
視

調
査

の
結

果
に

基
づ

く
資

源
量

推
定

値

資
源
量
推
定
値

東
経

16
5度

か
ら

18
0度

東
経

13
0度

か
ら

東
経

16
5度

合
計

10
,5

51
 頭

17
,3

07
 頭

27
,8

58
 頭

20
08

-2
01

5年
調

査
5,

01
4 

頭
11

,5
04

 頭
16

,5
18

 頭
20

20
-2

02
3年

調
査

各
調

査
海

域
に

お
け

る
ニ

タ
リ

ク
ジ

ラ
の

資
源

量
推

定
値

は
、

以
下

の
と

お
り

。

２
．

系
群

構
造

解
析

・
遺

伝
情

報
な

ど
か

ら
、

北
太

平
洋

に
２

つ
の

系
群

構
造

仮
説

が
存

在
。

【
系

群
構

造
仮

説
１

】
系

群
１

︓
サ

ブ
エ

リ
ア

１
（

東
経

13
0度

か
ら

18
0度

）
に

分
布

。
系

群
２

︓
サ

ブ
エ

リ
ア

２
（

18
0度

か
ら

⻄
経

15
5度

）
に

分
布

。

【
系

群
構

造
仮

説
２

】
系

群
１

︓
サ

ブ
エ

リ
ア

１
（

東
経

13
0度

か
ら

18
0度

）
に

分
布

。
系

群
２

︓
サ

ブ
エ

リ
ア

２
（

18
0度

か
ら

⻄
経

15
5度

）
及

び
サ

ブ
エ

リ
ア

１
の

東
部

（
東

経
16

5度
か

ら
18

0度
）

に
分

布
。

サ
ブ

エ
リ

ア
１

の
東

部
で

は
系

群
１

が
優

勢
。

26



３
．

管
理

海
区

系
群

構
造

仮
説

及
び

資
源

量
推

定
値

を
踏

ま
え

、
捕

獲
可

能
量

算
出

に
⽤

い
る

海
区

（
管

理
海

区
）

と
し

て
、

次
の

２
つ

を
設

定
。

両
海
区
と
も
不
確
実
性
の
影
響
に
関
す
る
試
験
を
ク
リ
ア
（

10
0年

間
捕

獲
し

て
も

資
源

に
影

響
を

与
え

な
い

と
の

結
果

）
。

捕
獲
可
能
量
再
計
算
結
果

資
源
量
推
定
値

管
理
海
区

15
4頭

16
,5

18
頭

管
理

海
区

①
︓

東
経

13
0度

か
ら

18
0度

53
頭

11
,5

04
頭

管
理

海
区

②
︓

東
経

13
0度

か
ら

18
0度

を
⻄

部
と

東
部

で
分

離
し

て
管

理
※

東
経

13
0度

か
ら

東
経

16
5度

を
管

理
海

区
と

す
る

27



我
が

国
の

領
海

及
び

EE
Z内

を
含

む
海

域
に

お
け

る
ニ

タ
リ

ク
ジ

ラ
の

捕
獲

可
能

量
に

つ
い

て
、

我
が

国
科

学
者

が
Ｒ

Ｍ
Ｐ

に
沿

っ
て

解
析

し
、

そ
の

結
果

に
対

し
独

⽴
外

国
⼈

科
学

者
が

レ
ビ

ュ
ー

を
実

施
。

４
．

独
⽴

外
国

⼈
科

学
者

に
よ

る
解

析
⽅

法
等

に
対

す
る

レ
ビ

ュ
ー

結
果

•
⽇

本
側

科
学

者
に

よ
る

管
理

海
区

①
の
捕
獲
可
能
量
算
出
結
果
（
年
間
15
4頭

）
は
、
RM
Pの

規
定
に
合
致
し
て

お
り
、
容
認
で
き
る
と
勧
告
す
る

。
•

な
お

、
初

産
年

齢
の

変
化

の
可

能
性

を
調

査
す

る
た

め
に

、
⽇

本
側

科
学

者
が

、
過

去
の

⽿
垢

栓
の

変
移

相
デ

ー
タ

を
分

析
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

。

•
こ

れ
ら

の
捕

獲
可

能
量

は
、

設
定

し
た

管
理

海
区

で
ク

ジ
ラ

の
資

源
が

完
全

に
混

合
し

て
い

る
と

の
仮

定
に

基
づ

い
て

い
る

。
設

定
し

た
管

理
海

区
は

、
⽇

本
の

領
海

・
排

他
的

経
済

⽔
域

よ
り

も
⼤

き
な

⽔
域

で
あ

り
、

捕
獲

は
⽇

本
の

領
海

・
排

他
的

経
済

⽔
域

内
で

⾏
わ

れ
る

。
完

全
に

混
合

し
て

い
る

と
の

仮
定

が
ど

の
程

度
有

効
で

あ
る

の
か

を
調

査
・

分
析

す
る

こ
と

に
優

先
度

を
置

く
べ

き
で

あ
る

。
調

査
・

分
析

に
つ

い
て

⼗
分

な
進

展
が

⾒
ら

れ
な

い
場

合
に

は
、

捕
獲

可
能

量
計

算
に

つ
い

て
よ

り
保

守
的

な
⼿

法
を

将
来

採
⽤

す
る

こ
と

が
必

要
に

な
る

か
も

し
れ

な
い

。

【
レ

ビ
ュ

ー
結

果
】

捕
獲
可
能
量

資
源
量
推
定
値

鯨
種

15
4頭

16
,5

18
頭

(管
理

海
区

①
)

ニ
タ

リ
ク

ジ
ラ

28



イ
ワ
シ
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
可
能
量

再
計

算
に
つ
い
て

29



１
．

鯨
類

⽬
視

調
査

の
結

果
に

基
づ

く
資

源
量

推
定

値

資
源
量
推
定
値

北
東

太
平

洋
（

18
0度

以
東

）
北

⻄
太

平
洋

（
18

0度
以

⻄
）

合
計

60
,8

61
 頭

（
20

11
年

）
26

,5
08

 頭
（

20
08

年
）

87
,3

69
 頭

20
08

/2
01

1年
調

査

31
,3

09
 頭

24
,6

20
 頭

55
,9

29
 頭

20
20

年
調

査

各
調

査
海

域
に

お
け

る
イ

ワ
シ

ク
ジ

ラ
の

資
源

量
推

定
値

は
、

以
下

の
と

お
り

。

２
．

系
群

構
造

解
析

・
遺

伝
情

報
、

衛
星

標
識

結
果

な
ど

か
ら

、
系

群
構

造
仮

説
と

し
て

、
北

太
平

洋
の

⻄
部

と
東

部
に

２
つ

の
系

群
が

存
在

。

【
存

在
す

る
と

考
え

ら
れ

る
系

群
】

Ｗ
系

群
︓

⻄
経

17
0度

よ
り

も
⻄

側
に

分
布

。
Ｅ

系
群

︓
⻄

経
17

0度
よ

り
も

東
側

に
分

布
。

※
こ

の
う

ち
、

⽇
本

が
捕

獲
す

る
系

群
は

、
Ｗ

系
群

。

W
系
群

E系
群

30



３
．

管
理

海
区

系
群

構
造

仮
説

及
び

資
源

量
推

定
値

を
踏

ま
え

、
捕

獲
可

能
量

算
出

に
⽤

い
る

海
区

（
管

理
海

区
）

と
し

て
、

次
の

３
つ

を
設

定
。

こ
の

う
ち

、
不
確
実
性
の
影
響
に
関
す
る
試
験
を
ク
リ
ア

し
た

の
は

、
管
理
海
区
①

の
捕

獲
可

能
量
の
み

（
10

0年
間

捕
獲

し
て

も
資

源
に

影
響

を
与

え
な

い
と

の
結

果
）

。

W
系
群

E系
群

捕
獲
可
能
量
再
計
算
結
果

資
源
量
推
定
値

管
理
海
区

56
頭

15
,4

55
頭

管
理

海
区

①
︓

下
図

の
1a

18
3頭

24
,6

20
頭

管
理

海
区

②
︓

下
図

の
1a

、
1b

21
9頭

33
,0

16
頭

管
理

海
区

③
︓

下
図

の
1a

、
1b

、
1c

31



捕
獲
可
能
量

資
源
量
推
定
値

鯨
種

56
頭

15
,4

55
頭

(管
理

海
区

①
)

イ
ワ

シ
ク

ジ
ラ

我
が

国
の

領
海

及
び

EE
Z内

を
含

む
海

域
に

お
け

る
イ

ワ
シ

ク
ジ

ラ
の

捕
獲

可
能

量
に

つ
い

て
、

我
が

国
科

学
者

が
Ｒ

Ｍ
Ｐ

に
沿

っ
て

解
析

し
、

そ
の

結
果

に
対

し
独

⽴
外

国
⼈

科
学

者
が

レ
ビ

ュ
ー

を
実

施
。

４
．

独
⽴

外
国

⼈
科

学
者

に
よ

る
解

析
⽅

法
等

に
対

す
る

レ
ビ

ュ
ー

結
果

•
⽇

本
側

科
学

者
に

よ
る

管
理

海
区

①
の

捕
獲

可
能

量
算

出
結

果
（

年
間

56
頭

）
は

、
北

⻄
太

平
洋

の
資

源
の

境
界

に
関

す
る

最
も

保
守

的
な

仮
定

に
基

づ
い

て
い

る
。

•
管

理
海

区
①

の
東

側
も

資
源

が
豊

富
で

あ
る

が
、

東
経

17
0度

を
跨

い
だ

資
源

の
混

合
を

考
慮

し
て

い
な

い
た

め
、

本
算

出
結

果
は

過
度

に
保

守
的

。
将

来
は

混
合

も
考

慮
す

べ
き

で
あ

り
、

商
業

捕
鯨

モ
ラ

ト
リ

ア
ム

前
の

標
識

採
捕

デ
ー

タ
に

基
づ

く
混

合
率

の
推

定
に

よ
り

検
討

が
進

め
ら

れ
る

だ
ろ

う
。

•
56
頭
と
い
う
捕
獲
可
能
量
は
RM
Pの

規
定
に
合
致
し
て
お
り
、
容
認
で
き
る
と
勧
告
。

•
こ

れ
ら

の
捕

獲
可

能
量

は
、

設
定

し
た

管
理

海
区

で
ク

ジ
ラ

の
資

源
が

完
全

に
混

合
し

て
い

る
と

の
仮

定
に

基
づ

い
て

い
る

。
設

定
し

た
管

理
海

区
は

、
⽇

本
の

領
海

・
排

他
的

経
済

⽔
域

よ
り

も
⼤

き
な

⽔
域

で
あ

り
、

捕
獲

は
⽇

本
の

領
海

・
排

他
的

経
済

⽔
域

内
で

⾏
わ

れ
る

。
完

全
に

混
合

し
て

い
る

と
の

仮
定

が
ど

の
程

度
有

効
で

あ
る

の
か

を
調

査
・

分
析

す
る

こ
と

に
優

先
度

を
置

く
べ

き
で

あ
る

。
調

査
・

分
析

に
つ

い
て

⼗
分

な
進

展
が

⾒
ら

れ
な

い
場

合
に

は
、

捕
獲

可
能

量
計

算
に

つ
い

て
よ

り
保

守
的

な
⼿

法
を

将
来

採
⽤

す
る

こ
と

が
必

要
に

な
る

か
も

し
れ

な
い

。

【
レ

ビ
ュ

ー
結

果
】
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ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
可
能
量

計
算

に
つ
い
て
（
20
23

年
）
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資
源
量
推
定
値

調
査
海
域

3,
14

2頭
オ

ホ
ー

ツ
ク

海

4,
40

5頭
北

⻄
太

平
洋

（
オ

ホ
ー

ツ
ク

海
除

く
）

9,
88

5頭
ベ

ー
リ

ン
グ

海
37

,2
97

頭
北

東
太

平
洋

54
,7

29
頭

合
計各
調

査
海

域
に

お
け

る
ナ

ガ
ス

ク
ジ

ラ
の

資
源

量
推

定
値

は
、

以
下

の
と

お
り

。
１

．
鯨

類
⽬

視
調

査
の

結
果

に
基

づ
く

資
源

量
推

定
値

２
．

系
群

構
造

解
析

ナ
ガ

ス
ク

ジ
ラ

に
つ

い
て

、
遺

伝
情

報
、

標
識

採
捕

結
果

な
ど

か
ら

、
北

太
平

洋
に

４
つ

の
系

群
が

存
在

。
【

４
つ

の
系

群
】

①
⽇

本
海

・
東

シ
ナ

海
系

群
（

SO
J）

②
北

⻄
太

平
洋

系
群

（
W

NP
）

③
北

東
太

平
洋

系
群

（
EN

P）
④

コ
ル

テ
ス

海
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
湾

）
系

群
（

SO
C）

※
カ

ッ
コ

内
は

、
北

⻄
太

平
洋

系
群

（
W

NP
）

の
割

合
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３
．

鯨
類

⽬
視

調
査

の
結

果
に

基
づ

く
資

源
量

推
定

値
（

系
群

構
造

に
よ

る
内

訳
）

資
源
量
推
定
値

調
査
海
域

う
ち

北
東

太
平

洋
系

群
（

EN
P）

う
ち

北
⻄

太
平

洋
系

群
（

W
NP

）
17

9頭
2,

96
3頭

3,
14

2頭
オ

ホ
ー

ツ
ク

海

75
9頭

3,
64

6頭
4,

40
5頭

北
⻄

太
平

洋
（

オ
ホ

ー
ツ

ク
海

除
く

）
9,

39
1頭

49
4頭

9,
88

5頭
ベ

ー
リ

ン
グ

海
25

,1
01

頭
12

,1
96

頭
37

,2
97

頭
北

東
太

平
洋

35
,4

30
 頭

19
,2

99
頭

54
,7

29
頭

合
計

鯨
類

⽬
視

調
査

の
結

果
と

系
群

構
造

を
踏

ま
え

た
、

各
調

査
海

域
に

お
け

る
ナ

ガ
ス

ク
ジ

ラ
の

資
源

量
推

定
値

は
、

以
下

の
と

お
り

。
北

⻄
太

平
洋

系
群

の
資

源
量

推
定

値
は

、
19

,2
99

頭
。

北
⻄

太
平

洋
（

オ
ホ

ー
ツ

ク
海

除
く

）

ベ
ー

リ
ン

グ
海

オ
ホ

ー
ツ

ク
海

北
東

太
平

洋

35



•
⽇

本
の

太
平

洋
側

の
EE

Z 
内

で
の

ナ
ガ

ス
ク

ジ
ラ

の
年

間
捕

獲
頭

数
と

し
て

、
現

時
点

で
は

最
⼤

60
 頭

に
制

限
す

る
こ

と
を

勧
告

す
る

。
•

た
だ

し
、

i)
特

に
、

⽇
本

近
海

で
の

局
所

的
な

枯
渇

の
形

跡
が

あ
る

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
た

め
、

こ
の

点
に

つ
い

て
4 

年
以

内
に

レ
ビ

ュ
ー

す
る

こ
と

。
ii)

混
合

（
移

動
）

率
に

関
す

る
よ

り
良

い
情

報
を

提
供

す
る

た
め

に
、

衛
星

標
識

取
付

け
等

の
研

究
を

優
先

的
に

実
施

す
る

こ
と

。

捕
獲
可
能
量

資
源
量
推
定
値

鯨
種

60
頭

19
,2

99
頭

（
北

⻄
太

平
洋

系
群

）
ナ

ガ
ス

ク
ジ

ラ

４
．

独
⽴

外
国

⼈
科

学
者

に
よ

る
解

析
⽅

法
等

に
対

す
る

レ
ビ

ュ
ー

結
果

我
が

国
の

領
海

及
び

EE
Z内

を
含

む
海

域
に

お
け

る
ナ

ガ
ス

ク
ジ

ラ
の

捕
獲

可
能

量
に

つ
い

て
、

我
が

国
科

学
者

が
Ｒ

Ｍ
Ｐ

に
沿

っ
て

解
析

し
、

そ
の

結
果

に
対

し
独

⽴
外

国
⼈

科
学

者
が

レ
ビ

ュ
ー

を
実

施
。

【
レ

ビ
ュ

ー
結

果
】
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